
職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成23年３月30日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第14号

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下この条において「追加号細目」とい

う。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号細目を除く。）に改める。

改 正 後 改 正 前

（特別休暇） （特別休暇）

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める 第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２ 場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に 項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 掲げる期間とする。

略 略

(17) 地震、水害、火災その他の災 １週間を超え (17) 地震、水害、火災その他の災 １週間を超え

害により次のいずれかに該当する ない範囲内で 害により職員の現住居が滅失し、 ない範囲内で

場合その他これらに準ずる場合 その都度必要 又は損壊した場合 その都度必要

で、職員が勤務しないことが相当 と認める期間 と認める期間

であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は

損壊した場合で、当該職員がそ

の復旧作業等を行い、又は一時

的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世

帯に属する者の生活に必要な

水、食料等が著しく不足してい

る場合で、当該職員以外にはそ

れらの確保を行うことができな

いとき。

略 略

(19) 地震、水害、火災その他の災 その都度必要 (19) 地震、水害、火災その他の災 その都度必要

害又は交通機関の事故等に際し と認める期間 害時において、職員が退勤途上に と認める期間

て、職員が退勤途上における身体 おける身体の危険を回避するため



の危険を回避するため勤務しない 勤務しないことがやむを得ないと

ことがやむを得ないと認められる 認められる場合

場合

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第２条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下この条において「追加号細目」とい

う。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号細目を除く。）に改める。

改 正 後 改 正 前

（特別休暇） （特別休暇）

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める 第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２ 場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に 項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 掲げる期間とする。

略 略

(17) 地震、水害、火災その他の災 １週間を超え (17) 地震、水害、火災その他の災 １週間を超え

害により次のいずれかに該当する ない範囲内で 害により職員の現住居が滅失し、 ない範囲内で

場合その他これらに準ずる場合 その都度必要 又は損壊した場合 その都度必要

で、職員が勤務しないことが相当 と認める期間 と認める期間

であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は

損壊した場合で、当該職員がそ

の復旧作業等を行い、又は一時

的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世

帯に属する者の生活に必要な

水、食料等が著しく不足してい

る場合で、当該職員以外にはそ

れらの確保を行うことができな

いとき。

略 略

(19) 地震、水害、火災その他の災 その都度必要 (19) 地震、水害、火災その他の災 その都度必要

害又は交通機関の事故等に際し と認める期間 害時において、職員が退勤途上に と認める期間

て、職員が退勤途上における身体 おける身体の危険を回避するため

の危険を回避するため勤務しない 勤務しないことがやむを得ないと

ことがやむを得ないと認められる 認められる場合

場合

附 則



この規則は、公布の日から施行する。




